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申請に対する処分の審査基準・標準処理期間　個票 

都市建設部　建築指導課 

 

 
許認可等の内容 建築物 完了検査

 
根拠法令等及び条項 建築基準法第７条第１項

 標

準

処

理

期

間

根拠条項 建築基準法第７条第４項

 
設定等年月日

昭和２５年１１月２３日施行 

令和　７年　４月　１日施行（現行）

 
標準処理期間 申請を受理した日から７日以内

 

審

査

基

準

根拠条項 建築基準法第７条第４項

 
参考事項

建築基準法、建築基準法施行令、建築基準法規則、関連告示、通達、例

規、関係法令

 
設定等年月日

昭和２５年１１月２３日施行 

令和　７年　４月　１日施行（現行）

 【　基　準　】

 建築基準法 

（建築物に関する完了検査） 

第７条　建築主は、第６条第１項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で

定めるところにより、建築主事等の検査（建築副主事の検査にあっては、大規模建築

物以外の建築物に係るものに限る。第７条の３第１項において同じ。）を申請しなけれ

ばならない。 

４　建築主事等が第１項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事等又は

その委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員（以下この章において「検査実

施者」という。）は、その申請を受理した日から７日以内に、当該工事に係る建築物及

びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。

 


